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　大田区社会福祉協議会は、「互いに結びあい　共に支えあう　まち」の実現に向けて、
地域の皆さまと力を合わせて大田区の地域福祉を推進する団体です。
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思いがつながる、地域福祉情報誌

お
社協
だよりた
お

社内フードドライブで集まった食品をご寄附して下さった
大和証券株式会社 蒲田支店の皆さん　2022.5.6

親族後見人（娘）、親族の皆さん 
被後見人（お母様）



区民に向けた支援

社協で成年後見制度や後見人の役割について話を聞く。
成年後見制度って？知的障がい、精神障がい、認知症などによって判断能力

が不十分な方の援助者を選び、本人の意向を尊重しながら、
生活面や法律面で支援をする制度です。

広 告

地域共生社会の実現に向けて
～おおた成年後見センターの取組み～

　「住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けたい」「地域の一員としてずっと社会に参加していたい」「自分のことは自分で決めたい」――。
そんな一人ひとりの想いを実現させるためには、地域や福祉、行政などに司法を加えた多様なしくみづくりが不可欠です。
　また、本人の権利を守る『成年後見制度』の情報や取組みが、全ての地域住民に届いていることも必要です。
　大田社協では、本人の意思や状況に合わせた対応ができるよう、中核機関として地域連携ネットワークによるしくみづくりを行い、
個々のチームによる支援・活動をサポートしています。

７年程前に、親なきあとについて講演会で
話を聞く機会があった。
備えておきたいと思いつつ、そのままになっていた。

息子の支援者
（相談支援専門員）も
同席し、一緒に話を聞いた

8０歳を過ぎ、
自分たちが元気なうちに、
息子に後見人をつけて
おくことを決心

息子へ
丁寧な説明 後見候補者と

顔合わせ

相談支援専門員

心配ごと1 相談2

厚労省　
「成年後見はやわかり」➡

【両親】

息子･知的障がい･5０代
グループホームに入居中 おおた成年後見センター

● 親族後見人の支援
　 交流会や勉強会の開催
　 定期報告等、随時相談受付

● 市民後見人の育成
　 養成講習の実施

● 親族向け成年後見講座
　 成年後見制度の正しい理解

● 専門職団体等との連携事業
　 講座や講演会、個別相談会の開催

● 成年後見制度の周知・啓発
　 地域団体等の勉強会への職員派遣（無料）

【 　 　 　 　 　 】

自分たちが、
いなくなった後、
この子はどうなって
しまうのか？…

● 成年後見制度　● 老いじたく

後見ものがたり

法定後見制度編
任意後見制度編

成年後見制度とは

マンガで
見る！

動画

みてね！

＊詳しくは､おおた成年後見センターへお問合せください。TEL 03-3736-2022

法律問題一般の相談
午前１０時～正午までの時間帯で、おひとり４０分間相談
をお受けします。

第１火曜日
相談内容

第2火曜日
第3火曜日
第4火曜日

相談員

弁護士

公正証書であんしん生活相談
午前１０時～正午までの時間帯で、おひとり３０分間相談
をお受けします。

第3木曜日
任意後見、遺言相続、尊厳死､
死後事務委任、離婚給付等に
関する相談

相談内容 相談員

公証人

成年後見制度専門相談
午前１０時～正午までの時間帯で、おひとり１時間相談
をお受けします。

第１・2・4
木曜日

相談内容 相談員

司法書士日常生活上の法律問題全般

● 無料法律相談 暮らしの中の心配ごと、遺言や相続、成年後見制度等について、弁護士や公証人、
司法書士による無料の法律相談（予約制）も行っています。

成年後見制度の利用方法･
後見人業務の実務等に関す
る相談

おおた成年後見センターの取組み

内容例

事前
予約制

成年後見制度利用について
今後の進め方や、
息子が不安にならない伝え方など
アドバイスをもらった

～ 親なきあとに備える ～子に障がいのある家族の事例
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大田区における地域共生社会の実現

～おおた成年後見センターの取組み～
　「住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けたい」「地域の一員としてずっと社会に参加していたい」「自分のことは自分で決めたい」――。
そんな一人ひとりの想いを実現させるためには、地域や福祉、行政などに司法を加えた多様なしくみづくりが不可欠です。
　また、本人の権利を守る『成年後見制度』の情報や取組みが、全ての地域住民に届いていることも必要です。
　大田社協では、本人の意思や状況に合わせた対応ができるよう、中核機関として地域連携ネットワークによるしくみづくりを行い、
個々のチームによる支援・活動をサポートしています。

申立て書類を
家庭裁判所へ提出する

後見候補者と
顔合わせ

審判

母親

父親

相談支援専門員

就労継続支援Ｂ型
事業所

後見人
グループホーム

後見人をチームの輪へ
本人・後見人・親族・支援者等の顔合わせ。

後見申立て3

支援チー
ム

おおた成年後見センター　TEL 03-3736-2022

障害者支援の
ネットワーク

高齢者支援の
ネットワーク

子ども支援の
ネットワーク

生活困窮者支援の
ネットワーク中核機関

本人

権利擁護支援

自立した生活と
地域社会への包容

意思決定支援 権利侵害の回復支援

三士会
弁護士会
司法書士会
社会福祉士会

● シルバー人材センター
● シニアクラブ など

● 子ども家庭支援センター
● 学校・児童館
● こども食堂・学習支援団体 など

● JOBOTA
● ハローワーク
● 住宅相談窓口 など

● さぽーとぴあ
● 障害福祉サービス事業所
● 自立支援協議会 など

権利擁護支援検討会議

権利行使の支援 虐待対応や財産の不当取引への対応

本人 後見人 本人 後見人

地域連携ネットワーク
大田区におけるイメージ図重層的な支援体制における権利擁護支援の共通基盤と

地域における様々なネットワーク  

大田区
大田社協

後見人就任4

　ひとり息子なので､親なきあとのことを思うと心配でした。まわりから、後見制度についてあまり良い話を聞きませんでしたが、思い切って後見センターで説明を聞き、進めていくことを決心しました。　本人はなかなか理解出来ませんが、「ゆっくり本人に合わせていきましょう」と言っていただきました。親も初めての経験です。後見センターの方、身近で支援してくださる職員の方々にも大変お世話になりながら、後見人が決まりました。本当に感謝しております。
　息子には､親なきあとも､皆さまに助けていただきながら､幸せに暮らしてもらいたいと思っております｡　今後は、親である私たち自身もこの先の備えについて考えていこうと思っています。

母からのメッセージ

家庭裁判所

地域包括支援センター

介護施設・介護事業者等

金融関係団体

公証人

医療（認知症外来・精神科）

基幹相談支援センター

精神保健福祉士

行政書士税理士

民生委員自治会・町会

支援チーム作りを
サポートします！！

　地域共生社会実現のための「重層的支援体制整備事業」が国から示され、
第二期成年後見制度利用促進基本計画でも、区市町村において既存の相談
支援の取組みを活かしながら、本人が地域とのつながりと役割を持てるような
支援や、地域づくりへの取組みが期待されています。
　大田社協は、権利擁護支援における地域連携ネットワークの充実を図りな
がら、 尊厳ある本人らしい生活が継続されるよう様々な支援に取り組んで
まいります。

家庭裁判所

地域福祉コーディネーター

　母は毎月渡す小遣いに手紙
を添えており、本人も楽しみに
しています。

　後見人就任後も、これまでの形は変え
ず、母の手紙と後見人からの手紙を添える
かたちでスタートすることに。

＊後見人は、親族や支援関係者と情報共有し協力
しながら、本人の目線に立った支援を進めて
いきます。

エピソー
ド

※中核機関とは･･･本人の権利を守るために適切な支援へつながるよう、地域で支える体制を構築する地域連携ネットワークの中核を担う機関。
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中島   寿美

介護保険認定調査員
(登録調査員)の
大田社協では、介護保険サービスを受け
ようとする区民の要介護認定調査を行う
登録調査員を募集しています。

次のすべてに該当する方

要介護認定調査担当  
TEL 03-5703-8233

応募方法等の詳細はホームページに掲載しております。　
右記コードよりご確認ください ➡

問合先

①介護支援専門員もしくは保健･医療･福祉
に関する専門的知識を有し介護保険法施
行規則に定められている資格を有する方
②認定調査員新規研修の修了者
③月5件以上可能な方

応
募
要
件

募集

大田区社会福祉協議会

会長コラム
あたたかいご寄附を
ありがとうございました

　新型コロナウイルス感染症の存在が認
識され、世界的な広がりを見せ始めてから

丸2年経ちました。検温のための機械やアルコール除菌の
スプレーが当たり前のように窓口や店頭に設置されている
光景は、現在でこそ見慣れたものですが、以前は想像も
できませんでした。
　こうした中、今年の５月には、浅草の三社祭が３年ぶりに
開催されました。コロナ以前と全く同じ内容とはまいりませ
んでしたが、マスク着用やアルコール除菌にくわえ、神輿

を担ぐ人数を制限するなどの感染症対策を徹底したうえで
行われたそうです。まだまだコロナウイルス感染症の影響
が残っておりますが、多くの人が知恵を絞り様々な対策を
講じることで、地域での行事や活動が徐々に再開されてい
るように感じます。
　大田区社会福祉協議会は、世の中の動向やその時々の
ニーズに合わせた取組みを、今後も行ってまいります。地
域共生社会の実現に向けて、こうした取組みを柔軟かつ迅
速に実行していくためにも、地域の皆さまや地域活動団
体、行政などの関係者との連携をいっそう強化し、重層的
な支援体制を構築してまいりたいと存じます。

報 酬 １件 4,620 円（消費税含む）

https://twitter.com/ota_shakyo

Twitter
もチェック

　皆さまからいただいた会費は、ボランティア活動や地域活動を支援
する事業に、大切に使用しております。活動の趣旨にご賛同いただ
き、社協会員としてご協力くださいますようお願い申し上げます。
　2020年8月、税額控除対象法人の認可を受けました。それにより、
当社協への会員会費及び寄附は、所得税・法人税・住民税（大田区）に
おいて、それぞれに定められている条件を満たすことで、優遇措置
（寄附金控除）を受けられるようになりました。なお、控除を受けるに
は確定申告が必要です。（詳しくは右記コードから）

会員の種別

個人正会員
個人特別会員
団体賛助会員
団体特別会員
団体施設会員

一口
一口
一口
一口
一口

1,000円
10,000円
3,000円
10,000円
3,000円

会費(年額)

社協会員募集社協会員募集

コンビニエンスストアでも
納付できるように
なりました。

大田社協は、会費や寄附金、共同募金を
原資に、地域福祉推進事業や福祉活動の
支援等を行っています。

大田社協は、会費や寄附金、共同募金を
原資に、地域福祉推進事業や福祉活動の
支援等を行っています。

⬆詳しくはこちらから

大田社協窓口又は、専用の振込用紙にて
お振込みいただけます｡
計画･組織基盤･人材育成担当
                    TEL 03-3736-2023

申込･問合先

お名前（順不同・敬称略） 金額（円）
公益社団法人 蒲田法人会
塩川　悦男

大森西三丁目第五アパート自治会

10,000
20,000

1,000
一般社団法人　爽楽社 1,300,000
仲井間　久彰 3,000,000
前田　美江 3,000,000
羽田仲東婦人会 91,615
北田　四郎 4,856
ワクワクサロン 8,584
匿名（12件） 10,436,397

107,592

令和4年2月1日～令和4年5月31日

(一社)東京都中小企業診断士協会  城南支部　
リスクマネジメント研究会

任意後見ものがたり⑤
将来に備えて姪と任意後見契約を結ぶことにした良子さん。
今後の流れについて説明を受けています。

あらすじ▶

マンガで
みる！ 任意後見契約後の手続きについて

【問合先】おおた成年後見センター TEL 03-3736-2022

任意後見監督人？

手続き（申立て）は
誰がするのですか？
私は自信がないわ・・・

おおた成年後見センター

任意後見契約を結んだ後、
実際にはどのように
始まるのですか？

契約を結んでも、
判断能力の低下がない間は
任意後見人としての活動は
始まりません。
判断能力が低下したときに、
家庭裁判所へ
「任意後見監督人選任の申立て」
を行います。
　

社協職員良子さん 良子さんの姪
1 2
3 4

任意後見監督人は、
任意後見人が正しく仕事を
行っているか確認し、
家庭裁判所に報告する
役割を担います。

申立ては良子さん以外でも
できるので、安心してください。

まずは一緒に公証役場に
行ってきます。
契約を結んだ後にも
相談できますか？

また何か分からないことが
ありましたら、
いつでも相談してくださいね。

つづく

申立てができる人
● 本人　  ● 四親等内の親族
● 配偶者  ● 任意後見受任者

※任意後見監督人の報酬額は
　家庭裁判所が決定します。

広 告
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